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（別紙３）○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
七
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件 

（
平
成
十
年
大
蔵
省
告
示
第
二
百
三
十
一
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

保
険
業
法
施
行
規
則(

平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号)

第
六
十
九
条
第
七
項
、
第
七
十

条
第
六
項
、
第
百
五
十
条
第
七
項
及
び
第
百
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金

融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

十
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 (

定
義)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

死
差
損 

実
際
の
死
亡
率
又
は
発
生
率
が
、
そ
れ
ぞ
れ
予
定
死
亡
率
又
は
予
定

発
生
率
よ
り
高
い
場
合
等
に
生
ず
る
損
失
を
い
う
。 

 

九
・
十 

（
略
） 

 

 

(

保
険
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準)

 

第
二
条 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
第
六
項
第

一
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
危
険
準
備
金
（
以
下
「
危
険
準
備

金
Ⅰ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

（
削
る
） 

   

二 
(

略) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
削
る
） 

  

 

保
険
業
法
施
行
規
則(

平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号)

第
六
十
九
条
第
七
項
及
び
第

百
五
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に

関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  

(

定
義)

 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

死
差
損 

実
際
の
死
亡
率
が
予
定
死
亡
率
よ
り
高
い
場
合
に
生
ず
る
損
失
を

い
う
。 

 

九
・
十 

（
略
） 

 

 

(

保
険
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準)

 

第
二
条 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
第
六
項
第

一
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
危
険
準
備
金
（
以
下
「
危
険
準
備

金
Ⅰ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

一 

（
略
） 

 

 
二 

災
害
死
亡
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
災
害
死
亡
に
係
る
危
険
保
険
金
額

が
前
事
業
年
度
末
よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
千
分

の
○
・
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

三 

（
略
） 

 

 

四 

災
害
入
院
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
災
害
入
院
日
額
が
前
事
業
年
度
末

よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を

乗
じ
、
こ
れ
に
千
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額 



 

2 

 

（別紙３）
 

（
削
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

三 

（
略
） 

 

(

第
三
分
野
保
険
の
保
険
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準)

 

第
二
条
の
二 

保
険
業
法
施
行
規
則(

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。)

第
六
十
九
条
第
六
項

第
一
号
の
二
、
第
七
十
条
第
五
項
第
一
号
、
第
百
五
十
条
第
六
項
第
一
号
の
二
及
び

第
百
五
十
一
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
危
険
準
備
金(

以
下
「
危
険
準
備
金
Ⅳ
」

と
い
う
。)

は
、
生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
し
、
損
害

保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

 

一 

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
別
表
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
い
う
。
第
四
条
の
二
及
び
第

六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
と
す
る
リ
ス
ク 

第
四
条
の
二
第
一
号
に
お
い

て
得
ら
れ
た
額
か
ら
前
事
業
年
度
末
の
当
該
リ
ス
ク
の
積
立
残
高
の
額
を
控
除

し
て
得
た
額
（
負
値
と
な
る
場
合
は
零
と
す
る
。
） 

二 

災
害
死
亡
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
災
害
死
亡
に
係
る
危
険
保
険
金
額

が
前
事
業
年
度
末
よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
千
分

の
○
・
○
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

三 

災
害
入
院
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
災
害
入
院
日
額
が
前
事
業
年
度
末 

よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を

乗
じ
、
こ
れ
に
千
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

四 

疾
病
入
院
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
疾
病
入
院
日
額
が
前
事
業
年
度
末 

よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を 

乗
じ
、
こ
れ
に
千
分
の
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

五 

そ
の
他
の
リ
ス
ク 

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
定
め 

る
額 

 

(

予
定
利
率
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準)

 

第
三
条 

規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
第
二
号
、
第
七
十
条
第
五
項
第
二
号
、
第
百
五
十

 

五 

疾
病
入
院
リ
ス
ク 

当
該
事
業
年
度
末
の
疾
病
入
院
日
額
が
前
事
業
年
度
末

よ
り
増
加
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
加
金
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を

乗
じ
、
こ
れ
に
千
分
の
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

六 

（
略
） 

 

 

（
新
設
） 

                      

(

予
定
利
率
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準)

 

第
三
条 

規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
二
号
に
掲



 

3 

 

（別紙３）
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
百
五
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
危
険
準
備
金(

以

下
「
危
険
準
備
金
Ⅱ
」
と
い
う
。)

は
、
規
則
第
八
十
七
条
第
二
号
又
は
第
百
六
十

二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
増
加
額
及
び
利
差
益
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
最
低
保
証
リ
ス
ク
に
備
え
る
危
険
準
備
金
の
積
立
基
準
） 

第
三
条
の
二 

規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
三
号

に
掲
げ
る
危
険
準
備
金(
以
下
「
危
険
準
備
金
Ⅲ
」
と
い
う
。)

は
、
最
低
保
証
に
係

る
収
支
残
の
金
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
危
険
準
備
金
Ⅰ
の
積
立
限
度
） 

第
四
条 

危
険
準
備
金
Ⅰ
の
積
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
限
度
と
す

る
。 

 

一 

（
略
） 

 

（
削
る
） 

  

二 

（
略
） 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

 

三 

（
略
） 

    

(

危
険
準
備
金
Ⅳ
の
積
立
限
度)

 

第
四
条
の
二 

危
険
準
備
金
Ⅳ
の
積
立
て
は
、
生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
限
度
と

し
、
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
限
度
と
す
る
。 

げ
る
危
険
準
備
金(

以
下
「
危
険
準
備
金
Ⅱ
」
と
い
う
。)

は
、
規
則
第
八
十
七
条
第

二
号
又
は
第
百
六
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
増
加
額
及
び
利
差
益
に
百
分
の

五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

第
三
条
の
二 

規
則
第
六
十
九
条
第
六
項
第
三
号
及
び
第
百
五
十
条
第
六
項
第
三
号

に
掲
げ
る
危
険
準
備
金(

以
下
「
危
険
準
備
金
Ⅲ
」
と
い
う
。)

は
、
最
低
保
証
に
係

る
収
支
残
の
金
額
以
上
を
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
危
険
準
備
金
Ⅰ
の
積
立
限
度
） 

第
四
条 

危
険
準
備
金
Ⅰ
の
積
立
て
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
限
度
と
す

る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

災
害
死
亡
リ
ス
ク 

災
害
死
亡
に
係
る
危
険
保
険
金
額
に
千
分
の
○
・
○
六
を

乗
じ
て
得
た
額 

三 

（
略
） 

 

四 

災
害
入
院
リ
ス
ク 

災
害
入
院
日
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を
乗
じ
、
こ
れ
に

千
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

五 

疾
病
入
院
リ
ス
ク 

疾
病
入
院
日
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を
乗
じ
、
こ
れ
に

千
分
の
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

六 

（
略
） 

    

（
新
設
） 

   



 

4 

 

（別紙３）
 

一 

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
対
象
と
す
る
リ
ス
ク 

原
則
と
し
て
基
礎
率
を
同
じ
く

す
る
契
約
区
分
ご
と
に
別
表
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
基
づ
き
算
出
し
た
額 

 
 

二 
災
害
死
亡
リ
ス
ク 

災
害
死
亡
に
係
る
危
険
保
険
金
額
に
千
分
の
○
・
○
六
を

乗
じ
て
得
た
額 

三 

災
害
入
院
リ
ス
ク 

災
害
入
院
日
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を
乗
じ
、
こ
れ
に

千
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

四 

疾
病
入
院
リ
ス
ク 

疾
病
入
院
日
額
に
予
定
平
均
給
付
日
数
を
乗
じ
、
こ
れ
に

千
分
の
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

五 

そ
の
他
の
リ
ス
ク 

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
定
め 

る
額 

 

（
危
険
準
備
金
Ⅲ
の
積
立
限
度
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

 (

危
険
準
備
金
の
取
崩
基
準) 

第
六
条 

危
険
準
備
金
Ⅰ
及
び
危
険
準
備
金
Ⅳ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
死
差
損
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
死
差
損
の
て
ん
補
に
充
て
る
と
き
を
除
く
ほ
か
、
取
り
崩
し
て
は
な

ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

そ
の
他
前
三
項
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
取
崩
基
準
と
し
て
、
前
事
業
年
度
末
の
積

立
残
高
の
額
が
当
該
事
業
年
度
末
の
積
立
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
超
え
る

額
を
取
り
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

           

（
新
設
） 

第
五
条
の
二 

（
略
） 

 (

危
険
準
備
金
の
取
崩
基
準) 

第
六
条 

危
険
準
備
金
Ⅰ
は
、
死
差
損
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
死
差
損
の
て
ん

補
に
充
て
る
と
き
を
除
く
ほ
か
、
取
り
崩
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

 別
表
 

Ⅰ
．
定
義

 

こ
の
表
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

１
．
リ
ス
ク
 
保
険
事
故
発
生
率
が
悪
化
す
る
不
確
実
性
を
い
う
。
 

 （
新
設
）
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（別紙３）
２
．
危
険
発
生

率
Ａ
 
テ
ス
ト
実
施
期
間
の
各

年
度
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
、
通
常

の
予
測
を
超
え
る
範
囲
で
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
保
険
事
故
発
生
率
を
い
う
。
 

３
．
危
険
発
生

率
Ｂ
 
テ
ス
ト
実
施
期
間
の
各

年
度
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
、
通
常

の
予
測
の
範
囲
で
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
保
険
事
故
発
生
率
を
い
う
。
 

４
．
ス
ト
レ
ス

テ
ス
ト
 
危
険
発
生
率
Ａ
及
び

危
険
発
生
率
Ｂ
を
使
用
し
て
、
危
険

準
備
金
Ⅳ
の
算
出
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
 

５
．
基
準
日
 
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
行
う
事
業
年
度
末
を
い
う
。
 

６
．
将
来
給
付
額
 
保
険
金
の
将
来
の
支
出
額
の
累
計
額
を
い
う
。
 
 

７
．
算
出
方
法

書
 
法
第

4
条
第

2
項
第

4
号
、
第

1
8
7
条
第

3
項
第

4
号
又
は
第

2
2
0
条
第

3
項
第

4
号
に
掲
げ
る
書
類
の
こ
と
を
い
う
。
 

８
．
予
定
発
生
率

 
算
出
方
法
書
に
記
載
さ
れ

た
、
保
険
事
故
の
発
生
率
の
こ
と
を

い
う
。
 

９
．
Ｐ
 
予
定
発
生
率
を
基
に
算
出
し
た
将
来
給
付
額
を
い
う
。
 

1
0
．

Ａ
 
危
険

発
生
率
Ａ
を
基
に
算
出
し
た
将
来
給
付
額
を
い
う
。
 

1
1
．

Ｂ
 
危
険

発
生
率
Ｂ
を
基
に
算
出
し
た
将
来
給
付
額
を
い
う
。
 

 Ⅱ
．
危
険
発
生
率
の
算
出
 

危
険
発
生
率
Ａ
及
び
危
険
発
生
率
Ｂ
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

１
．
危
険
発
生
率
は
保
険
事
故
発
生
率
が
変
動
す

る
こ
と
に
よ
る
保
険
金
の
増
加
を

一
定
の
確
率
で
カ
バ
ー
す
る
保
険
事
故
発
生
率
と
し
、
テ
ス
ト
実
施
期
間
（
少
な

く
と

も
1
0
年
間

行
う

も
の

と
し

、
保

険
期

間
の

残
存

期
間

が
1
年

間
を

超
え

1
0
年

間
未
満
の
場
合
は
当
該
残
存
期
間
）
の
各
年
度
に
お
い
て
、
過
去
の
保
険
事
故
の

実
績
の
推
移
等
か
ら
適
切
な
保
険
数
理
の
方
法
を
用
い
て
設
定
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
以
下
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

①
 
前
事
業
年
度
ま
で
の
保
険
事
故
発
生
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
、
保
険
契
約

年
度
を
単
位
と
し
、
か
つ
保
険
契
約
の
経
過

年
数
別
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た

年
度
に
対
応
し
て
算
出
す
る
こ
と
。
 

②
 
原
則
と
し
て
基
礎
率
を
同
じ
く
す
る
契
約
区
分
ご
と
に
実
施
す
る
こ
と
と

す
る
が
、
給
付
事
由
及
び
リ
ス
ク
特
性
等
の

観
点
か
ら
同
等
の
契
約
区
分
で
あ
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（別紙３）
れ
ば
、
ま

と
め
て
実
施
し
て
よ
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
被
保
険
者
数
が
少
な

く
統
計
的
な
取
り
扱
い
が
困
難
な
場
合
は
、
予
定
発
生
率
の
算
出
に
用
い
た
デ

ー
タ
等
を
活
用
す
る
な
ど
保
険
数
理
上
適
切
な
手
法
を
用
い
て
算
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

③
 
テ
ス
ト
実
施
期
間
の
各
年
度
の
危
険
発
生
率
は
、
前
事
業
年
度
よ
り
小
さ
い

危
険
発
生
率
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
．

危
険

発
生

率
Ａ

は
、

一
定

の
確

率
を

9
9
％

と
し
て

設
定

す
る

こ
と

。
 

３
．

危
険

発
生

率
Ｂ

は
、

一
定

の
確

率
を

9
7
.
7
％

と
し

て
設

定
す

る
こ

と
。
 

 Ⅲ
．
算
出
要
領
 

 
第

4
条
の

2
第

1
号
に
基
づ
く
、
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
の
対
象
と
す
る
リ
ス
ク
に
係

る
危
険
準
備
金
Ⅳ
の
積
立
限
度
は
、
次
に
掲
げ
る

基
準
及
び
表
に
よ
り
算
出
す
る
も

の
と
す
る
。
 

１
．
ス
ト
レ
ス

テ
ス
ト
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か

、
保
険
会
社
等
（
保
険
会
社
、
外
国
保
険
会
社
等
又
は
免
許
特
定
法
人
）
の
取
締

役
会

に
お

い
て

定
め

た
リ

ス
ク

管
理

方
針

に
従

っ
た

明
確

な
管

理
規

定
に

基
づ

い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
行
う
方
法
に
つ
い
て

は
変
更
を
行
う
合
理
的
な
理
由
が
な
い
場
合
は
、
継
続
し
て
使
用
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
．
Ｐ
、
Ａ
及
び
Ｂ
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
に
留
意
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
①
 
危
険
発
生
率
以
外
の
計
算
基
礎
に
つ
い
て
は
、
算
出
方
法
書
に
記
載
さ
れ
た

責
任
準
備
金
の
計
算
基
礎
を
使
用
す
る
。
 

 
②
 
将
来
給
付
額
は
、
基
礎
率
を
同
じ
く
す
る
契
約
区
分
単
位
で
算
出
す
る
。
 

 
③
 
将
来
給
付
額
は
、
予
定
発
生
率
又
は
基
準

日
ま
で
に
観
測
さ
れ
る
デ
ー
タ
を

基
に
設
定
さ
れ
る
危
険
発
生
率
に
、
基
準
日

に
お
け
る
保
有
契
約
高
を
基
に
算

出
方

法
書

に
記

載
さ

れ
た

計
算

基
礎

を
用

い
て

算
出

さ
れ

る
テ

ス
ト

実
施

期

間
の
各
年
度
の
保
有
契
約
高
を
乗
じ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

④
 
③
の
算
出
の
際
、
基
準
日
前

6
箇
月
を
超

え
な
い
期
間
に
お
い
て
仮
基
準
日

を
設
け
、
当
該
仮
基
準
日
ま
で
に
観
測
さ
れ

る
デ
ー
タ
を
基
に
設
定
さ
れ
る
危

険
発

生
率

と
当

該
仮

基
準

日
に

お
け

る
保

有
契

約
高

を
利

用
し

て
③

の
算

出
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（別紙３）
を
行
っ
て
よ
い
。
こ
の
際
、
当
該
仮
基
準
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
間
の
保
有
契

約
高
、
保

有
契
約
高
の
構
成
等
が
変
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て

補
正
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

区
分

 
危
険
準
備
金
の
額
 
 

Ｐ
≧
Ａ
 

０
 

Ａ
＞
Ｐ
≧
Ｂ
 

Ａ
－
Ｐ
 

Ｂ
＞
Ｐ
 

Ａ
－
Ｂ
 

 ３
．
ス
ト
レ
ス

テ
ス
ト
に
使
用
し
た
重
要
な
要
素
は
、
全
て
完
全
か
つ
適
切
に
文
書

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

４
．
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
等
は
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
対
象
外
と
す
る
。
 

①
 
保
険
期
間
が

1
年
以
下
の
保
険
契
約
（
当

該
保
険
契
約
の
更
新
時
に
お
い
て

保
険
料
率
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
を
約
し
た
保
険
契
約
を
除
く
。
）
 

②
 
規

則
第

2
1
2
条

第
1
項

第
5
号

に
規

定
す

る
傷

害
保

険
契

約
そ

の
他

こ
れ

に

準
ず
る
給
付
を
行
う
保
険
契
約
 

③
 
保
険
事
故
発
生
率
が
十
分
小
さ
く
、
特
約

又
は
主
た
る
給
付
に
付
随
す
る
給

付
で
あ
っ
て
、
債
務
の
履
行
に
支
障
を
来
た

す
お
そ
れ
が
極
め
て
低
い
保
険
給

付
 

 
 
         




